
※基準（減免の対象外の方）

要介護1 ¥938 ¥4,479 ¥134,376

要介護2 ¥1,020 ¥4,561 ¥136,835

要介護3 ¥1,107 ¥4,648 ¥139,469

要介護4 ¥1,191 ¥4,732 ¥141,963

要介護5 ¥1,271 ¥4,812 ¥144,387

※所得段階３②（住民税非課税、年金等の収入が120万超の方）

上限24,600円 上限15,000円

要介護1 ¥938 ¥3,668 ¥110,046

要介護2 ¥1,020 ¥3,750 ¥112,505

要介護3 ¥1,107 ¥3,837 ¥115,139

要介護4 ¥1,191 ¥3,921 ¥117,633

要介護5 ¥1,271 ¥4,001 ¥120,057

※所得段階３（住民税非課税、年金等の収入が80万超120万以下の方）

上限24,600円 上限15,000円

要介護1 ¥938 ¥2,958 ¥88,746

要介護2 ¥1,020 ¥3,040 ¥91,205

要介護3 ¥1,107 ¥3,127 ¥93,839

要介護4 ¥1,191 ¥3,211 ¥96,333

要介護5 ¥1,271 ¥3,291 ¥98,757

※所得段階２（住民税非課税、年金等の収入が80万以下の方）

要介護1 ¥938 ¥2,208 ¥66,246

要介護2 ¥1,020 ¥2,290 ¥68,705

要介護3 ¥1,107 ¥2,377 ¥71,339

要介護4 ¥1,191 ¥2,461 ¥73,833

要介護5 ¥1,271 ¥2,541 ¥76,257

※所得段階１（住民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等）

要介護1 ¥938 ¥2,118 ¥63,546

要介護2 ¥1,020 ¥2,200 ¥66,005

要介護3 ¥1,107 ¥2,287 ¥68,639

要介護4 ¥1,191 ¥2,371 ¥71,133

要介護5 ¥1,271 ¥2,451 ¥73,557

四天王寺悲田院特別養護老人ホーム利用料（1割負担）
令和8年4月1日現在

介護度
①介護保険
一部負担額

②食費 ③居住費
1日あたり
（①+②+③）

30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

介護度
①介護保険
一部負担額

②食費 ③居住費
1日あたり
（①+②+③）

30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

¥1,475 ¥2,066

介護度
①介護保険
一部負担額

②食費 ③居住費
1日あたり
（①+②+③）

30日あたり

¥1,360 ¥1,370 ¥106,500 ¥96,900

高額介護サービス費受領委任算定後

¥650 ¥1,370 ¥85,200 ¥75,600

介護度
①介護保険
一部負担額

②食費 ③居住費
1日あたり
（①+②+③）

30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

上限15,000円

¥390 ¥880 ¥53,100

¥300 ¥880 ¥50,400

介護度
①介護保険
一部負担額

②食費 ③居住費
1日あたり
（①+②+③）

30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

上限15,000円

※介護保険負担限度額認定…施設サービスを利用した場合の食費・居住費について、住民税非課税世帯の方について
　はサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し負担を軽減する制度があります。
　利用するには事前に保険者に申請し認定を受ける必要があります。
※高額介護サービス費受領委任払い…介護保険一部負担額が高額となる場合、利用者が受け取るべき高額介護サー
　ビス費を施設にその受領を委任することにより、利用者負担上限額を施設への支払いをもって精算することができます。
　その後、各保険者より施設に対し、高額介護サービス費を支払われます。入居した翌月より適用開始となります。
※上記金額には、常勤専従医師配置加算、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅱ、日常生活継続支援加算、
　個別機能訓練加算、科学的介護推進体制加算が含まれております。単位数に応じ、介護職員処遇改善加算が
　算定されます。
※療養食加算、若年性認知症入所者受入加算、認知症チームケア推進加算に該当する方は日数に応じて
　上乗せされます。入院・外泊の際は、外泊時加算が入院時期・期間に応じて上乗せされます。



介護保険負担割合2割

　※基準（減免の対象外の方）

上限93,000円 上限44,000円

要介護1 ¥1,876 ¥5,417 ¥162,522 ¥162,522

要介護2 ¥2,040 ¥5,581 ¥167,440 ¥167,440

要介護3 ¥2,215 ¥5,756 ¥172,708 ¥172,708

要介護4 ¥2,382 ¥5,923 ¥177,695 ¥177,695

要介護5 ¥2,543 ¥6,084 ¥182,543 ¥182,543

　※所得段階３②（住民税非課税、年金等の収入が120万超の方）

上限93,000円 上限44,000円

要介護1 ¥1,876 ¥4,606 ¥138,192 ¥138,192

要介護2 ¥2,040 ¥4,770 ¥143,110 ¥143,110

要介護3 ¥2,215 ¥4,945 ¥148,378 ¥148,378

要介護4 ¥2,382 ¥5,112 ¥153,365 ¥153,365

要介護5 ¥2,543 ¥5,273 ¥158,213 ¥158,213

介護保険負担割合3割

　※基準（減免の対象外の方）

上限93,000円 上限44,000円

要介護1 ¥2,814 ¥6,355 ¥190,668 ¥190,668

要介護2 ¥3,060 ¥6,601 ¥198,044 ¥198,044

要介護3 ¥3,323 ¥6,864 ¥205,947

要介護4 ¥3,573 ¥7,114 ¥213,428

要介護5 ¥3,815 ¥7,356 ¥220,699

　※所得段階３②（住民税非課税、年金等の収入が120万超の方）

上限93,000円 上限44,000円

要介護1 ¥2,814 ¥5,544 ¥166,338 ¥166,338

要介護2 ¥3,060 ¥5,790 ¥173,714 ¥173,714

要介護3 ¥3,323 ¥6,053 ¥181,617

要介護4 ¥3,573 ¥6,303 ¥189,098

要介護5 ¥3,815 ¥6,545 ¥196,369

四天王寺悲田院特別養護老人ホーム利用料（2割3割負担）

介護度
①介護保険
一部負担額

②食費 ③居住費
1日あたり
（①+②+③）

30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

令和8年4月1日現在

介護度
介護保険
一部負担額

食費 居住費 1日あたり 30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

¥1,475 ¥2,066 ¥150,230

¥1,360 ¥1,370 ¥125,900

介護度
介護保険
一部負担額

食費 居住費 1日あたり 30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

¥1,475 ¥2,066 ¥150,230

¥199,230

介護度
介護保険
一部負担額

食費 居住費 1日あたり 30日あたり
高額介護サービス費受領委任算定後

¥1,360 ¥1,370 ¥125,900

¥174,900

※介護保険負担限度額認定…施設サービスを利用した場合の食費・居住費について、住民税非課税世帯の方に
　ついてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し負担を軽減する制度があります。
　利用するには事前に保険者に申請し認定を受ける必要があります。
※高額介護サービス費受領委任払い…介護保険一部負担額が高額となる場合、利用者が受け取るべき高額介護
　サービス費を施設にその受領を委任することにより、利用者負担上限額を施設への支払いをもって精算すること
　ができます。　その後、各保険者より施設に対し、高額介護サービス費を支払われます。入居した翌月より適用
　開始となります。
※上記金額には、常勤専従医師配置加算、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅱ、日常生活継続支援加算、
　個別機能訓練加算、科学的介護推進体制加算が含まれております。単位数に応じ、介護職員処遇改善加算が
　算定されます。
※療養食加算、若年性認知症入所者受入加算、認知症チームケア推進加算に該当する方は日数に応じて
　上乗せされます。入院・外泊の際は、外泊時加算が入院時期・期間に応じて上乗せされます。


